
 
 
 
志摩市立認定こども園条例及び志摩市子育て支援センターの設置及び 

管理に関する条例の一部改正について 
 
 
１．条例を制定する理由 
  

「志摩市立志摩こども園」及び「志摩市志摩子育て支援センター」について、  

令和６年４月１日から「布施田１０１６番地５」で運営を開始することに伴い、

位置の改正を行います。 
 
 
２．制定する条例の要点 
  

「志摩市立志摩こども園」及び「志摩市志摩子育て支援センター」の位置に

ついて、「和具６６０番地」から「布施田１０１６番地５」に改正します。 
 
 
３．制定による効果等 
  
  「志摩市立志摩こども園」及び「志摩市志摩子育て支援センター」の位置を

定めます。 
 

 

４．スケジュール 
 
 令和６年４月 「志摩市立志摩こども園」開園 

「志摩子育て支援センター」移転 

議 会 資 料 
議案第１７号 

こども家庭課 
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志摩市立認定こども園条例(令和5年志摩市条例第1号)新旧対照表 (第1条による改正) 

現行 改正後（案） 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
名称 位置 

志摩市立浜島こども園 志摩市浜島町浜島709番地 
志摩市立大王こども園 志摩市大王町波切3243番地1 
志摩市立志摩こども園 志摩市志摩町和具660番地   

  
志摩市立磯部こども園 志摩市磯部町恵利原1275番地 

 

名称 位置 
志摩市立浜島こども園 志摩市浜島町浜島709番地 
志摩市立大王こども園 志摩市大王町波切3243番地1 
志摩市立志摩こども園 志摩市志摩町布施田1016番地

5 
志摩市立磯部こども園 志摩市磯部町恵利原1275番地 
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志摩市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年志摩市条例第143号)新旧対照表 (第2条による改正) 

現行 改正後（案） 

(名称及び位置) (名称及び位置) 
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとす

る。 
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとす

る。 
名称 位置 

志摩市浜島子育て支援センタ

ー 
志摩市浜島町浜島709番地 

浜島こども園内 
志摩市志摩子育て支援センタ

ー 
志摩市志摩町和具660番地    
  志摩こども園内 

志摩市磯部子育て支援センタ

ー 
志摩市磯部町恵利原1275番地

 磯部こども園内 
 

名称 位置 
志摩市浜島子育て支援センタ

ー 
志摩市浜島町浜島709番地 

浜島こども園内 
志摩市志摩子育て支援センタ

ー 
志摩市志摩町布施田1016番地

5 志摩こども園内 
志摩市磯部子育て支援センタ

ー 
志摩市磯部町恵利原1275番地

 磯部こども園内 
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